
令和　６年　６月２７日

金成重機建設（株）

茨城県日立市十王町友部３５５４番地の１

Ｒ５国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区改良工事

茨城県土浦市中村西根地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　５年１１月２７日

工 期 (至) 令和　６年　９月３０日

　１４５，７５０，０００円（税込み）

＋　７８，９８０，０００円（税込み）

　２２４，７３０，０００円（税込み）

１．道路土工
　　　本線、側道の載荷盛土撤去のため、法面整形工、残土処理工を増工し、
　　掘削工（ICT）を追加する。
２．排水構造物工
　　　現地精査の結果、作業土工、管渠工、集水桝・マンホール工を増工す
　　る。
３．共通仮設費
　　　掘削工をICT で施工するため、保守管理（ ICT）、システム初期費
　　（ICT）を追加する。
４．工期
　　　工期は、道路土工の増工により９４日間延伸し、令和６年９月３０日ま
　　でとする。

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

道路土工（掘削工(ICT)14,500m3、法面整形工2,690m2、残土処理工15,300m3）
排水構造物工（作業土工一式、管渠工一式、集水桝・マンホール工一式）
共通仮設費（技術管理費　保守管理(ICT)一式、システム初期費(ICT)一式）

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工　　事　　概　　要



令和　６年１１月２９日

金成重機建設（株）

茨城県日立市十王町友部３５５４番地の１

Ｒ５国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区改良工事

茨城県土浦市中村西根地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　５年１１月２７日

工 期 (至) 令和　６年１１月２９日

　２２４，７３０，０００円（税込み）

＋　６２，７２２，０００円（税込み）

　２８７，４５２，０００円（税込み）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

工　　事　　概　　要

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

道路土工（路床盛土工1,472m3、法面整形工240m2、
　　　　　法面整形工（ICT）2,430m2、掘削工2,130m3、
　　　　　残土処理工16,050m3、防草コンクリート一式、防草シート工24m2）
地盤改良工（安定処理工210m2）
法面工（植生工一式）
排水構造物工（作業土工一式、側溝工979m、管渠工644m、場所打水路工一式、
　　　　　　　集水桝・マンホール工32箇所）
防護柵工（防止柵工一式）
舗装工（アスファルト舗装工一式）
縁石工（縁石工一式）
区画線工（区画線工674m）
情報ボックス工（作業土工一式、管路工856m、ハンドホール工4箇所）
応急処理工（応急処理作業工一式）
構造物撤去工（構造物取り壊し工一式、運搬処理工566m3）
仮設工（仮水路工70m、交通管理工一式、工事用道路工一式、
　　　　土留・仮締切工一式）
共通仮設費（運搬費一式、事業損失防止施設費一式、技術管理費一式、
　　　　　　営繕費一式）

工 事 種 別

工 事 場 所

（第3回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



１．道路土工
　１．現地精査の結果、市道交差点部現況地盤のCBR値不足が判明したため、路床盛土工を増工する。
　２．工事工程短縮のため、法面整形工をICTにて施工することから、法面整形工を減工し、法面整形工（ICT）を追加する。
　３．現地調査の結果、数量の見直しが生じたため、掘削工、残土処理工を増工し、防草コンクリートを減工し、防草シート工を追加する。
２．地盤改良工
　　現地精査の結果、改良範囲、改良厚、固化材添加量を変更する必要が生じたため、安定処理工を増工する。
３．法面工
　　工事間調整の結果、施工範囲を変更したため、植生工を減工する。
４．排水構造物工
　　現地精査の結果、数量の見直しが生じたため、作業土工、側溝工、管渠工、場所打水路工を減工し、集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工を増工する。
５．防護柵工
　　工事間調整の結果、別途施工となったため、防止柵工を減工する。
６．舗装工
　　現地精査の結果、数量の見直しが生じたため、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工を減工する。
７．縁石工
　　設計照査の結果、材料変更が生じたため、縁石工を減工する。
８．区画線工
　　現地精査の結果、数量の見直しが生じたため、区画線工を増工する。
９．情報ボックス工
　　現地精査の結果、数量の見直しが生じたため、作業土工、管路工、ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工を減工する。
10. 応急処理工
　　現地精査の結果、牛久土浦BP 管内の管理を行う必要が生じたため、応急処理工を追加する。
11. 構造物撤去工
　　現地精査の結果、地盤改良施工箇所の支障物を撤去する必要が生じたため、構造物取り壊し工、運搬処理工を増工する。
12. 仮設工
　１．現地精査の結果、既設排水管を撤去し、新設排水構造物を設置するまでの間、水路を切り回す必要が生じたため、仮水路工を追加する。
　２．応急処理工の追加に伴い、交通誘導員の精査を行った結果、交通管理工を増工する。
　３．地域住民の要望により、工事用車両通行箇所に一部で敷鉄板を設置する必要が生じたため、工事用道路工を追加する。
　４．現地精査の結果、載荷盛土区間の排水構造物埋設を行うための掘削を施工する際に、法面崩落を防止するため、土留・仮締切工を追加す
　　る。
13. 共通仮設費
　１．工事用道路工の追加に伴い、敷鉄板の運搬費を追加する。
　２．現地精査の結果、家屋調査を行う必要が生じたため、事業損失防止施設費を追加する。
　３．技術管理費として、基準点測量費、土質等試験費、3 次元起工測量・3 次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用（ICT）を追加する。
　４．営繕費として、快適ﾄｲﾚの費用を追加する。
14. 工期は元設計のとおりとする。

変 更 理 由
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